
司
法
書
士
に
よ
る
無
料
相
談
会

日
2
月
15
日
㊏
午
後
1
時
〜
4
時

所
豊
岡
市
民
プ
ラ
ザ
市
民
活
動
室

D
内
相
続
・
登
記
・
多
重
債
務
・

消
費
者
問
題
・
成
年
後
見
な
ど
の

相
談
申
2
日
前
の
午
後
5
時
ま
で

に
問
に
電
話
問
兵
庫
県
司
法
書
士

会
但
馬
支
部
☎
23
－
8
0
1
1

そ
の
他

手
当
を
振
り
込
み
ま
す

児
童
手
当

内
2
月
期（
10
〜
1
月
分
）手
当
◆

振
込
日
＝
2
月
14
日
㊎
問
市
民
課

☎
21
－
9
0
1
5
ま
た
は
各
振
興

局
市
民
福
祉
課

特
別
障
害
者
手
当
、
障
害
児
福
祉

手
当

内
11
〜
1
月
分
手
当
◆
振
込
日
＝

2
月
10
日
㊊
※
手
当
を
受
け
て
い

る
方
が
施
設
等
に
入
所
、
病
院
に

入
院（
3
カ
月
を
超
え
る
）、
ま
た

は
死
亡
し
た
場
合
は
、
連
絡
し
て

く
だ
さ
い
問
社
会
福
祉
課
☎
24
－

7
0
3
3

日
本
政
策
金
融
公
庫
か
ら

マ
ル
経
融
資（
小
規
模
事
業
者
経

営
改
善
資
金
）

◆
融
資
額
＝
2
千
万
円
以
内
◆
返

済
期
間
＝
設
備
10
年
▽
運
転
7
年

国
の
教
育
ロ
ー
ン

◆
融
資
限
度
額
＝
子
ど
も
1
人
に

つ
き
3
5
0
万
円
▽
海
外
留
学
資

金
4
5
0
万
円
◆
返
済
期
間
＝
最

長
15
年
◆
金
利
＝
固
定
金
利
他
家

庭
の
状
況
に
応
じ
た
優
遇
制
度
あ

り【
共
通
事
項
】問
日
本
政
策
金
融

公
庫
豊
岡
支
店
☎
22
－
4
3
2
7

健
康
情
報
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

☎
0
1
2
0
－
9
7
9
－
4
5
1

（
通
話
料
無
料
）

※
11
日
㊋
㊗
は
㊊
の
テ
ー
マ
、
24

日
㊊
㊡
は
㊎
〜
㊐
の
テ
ー
マ
を

放
送
問
兵
庫
県
保
険
医
協
会
☎

0
7
8
－
3
9
3
－
1
8
4
0

２月のテーマ
曜日 内　　容

月 知っているようで知らない血圧の話

火 妊産婦の歯科治療助成制度について

水 痛風と生活習慣

木 前立腺がんを早期発見しましょう

金〜日 診療報酬と患者さんの負担

災害時などに支援が必要な皆さんへ
　市では、災害時に情報提供や避難支援を必要とする方を｢避難行動要援護者｣および「情報伝達
等要援護者｣として名簿登録し、避難支援等関係者（地域で避難支援に携わる方）に提供していま
す。
　登録を希望する方は、社会福祉課または各振興局市民福祉課に申出書を提出してください。
※�情報伝達等要援護者は、以前は同居家族がいる場合は対象外としていましたが、対象要件に該
当していれば登録できます。
区分 避難行動要援護者 情報伝達等要援護者

対象

高齢者等のみの世帯または単身の世帯で、
次のいずれかに該当
①要介護３〜５の方
②身体障害者手帳１級または２級の方
③療育手帳Ａ判定の方
④精神保健福祉手帳１級の方
⑤�災害時等の避難行動に特別な配慮や支援
が必要な方でその旨を申し出た方

災害時に情報提供などの支援を希望する方
で、次のいずれかに該当
①要介護３〜５の方
②身体障害者手帳１級または２級の方
③療育手帳Ａ判定の方
④精神保健福祉手帳１級の方
⑤65歳以上だけの世帯の方
⑥市長が特に必要と認める方

支援内容平常時の見守り、災害時の情報提供、避難誘導、避難支援
平常時の見守り、災害時の情報提供

問社会福祉課☎24-7032または各振興局市民福祉課
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 ２月の納税
・固定資産税　第４期
・国民健康保険税（普通徴収）　第８期
　納期限　3月2日（月）
　納税は便利な口座振替を利用して
ください。
問 �税務課収税係☎23-1118または各
振興局市民福祉課

公
立
豊
岡
病
院
地
域
連
携

小
児
休
日
救
急
診
療
日
程

所
公
立
豊
岡
病
院
他
1
歳
以
上
の

小
児
で
、
緊
急
性
の
な
い
自
己
都

合
な
ど
と
判
断
さ
れ
た
場
合
は
、

時
間
外
診
察
料
金
3
3
0
0
円
の

負
担
あ
り
問
公
立
豊
岡
病
院
救
急

受
付
☎
22
－
6
1
1
1

月日 担当医師・住所

２月

２日 太
おお

田
た

秀
ひで

明
あき

（但東町久畑）

16日 赤
あか

松
まつ

　亮
りょう

（九日市下町）

※診療時間は、午前９時～午後
５時

マ
イ
キ
ー
Ｉ
Ｄ
を
設
定
し
ま
せ
ん
か

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

出
張
申
請
サ
ポ
ー
ト
を
実

施
し
ま
す
!

　
国
で
は
、

消
費
税
率
引

き
上
げ
に
伴

う
需
要
平
準

化
策
と
し
て

2
0
2
0
年

度
に
、
民
間

キ
ャ
ッ
シ
ュ

レ
ス
決
済
手
段（
○
○
ペ
イ
等
）に

一
定
額
の
前
払
い
な
ど
を
し
た
方

に「
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
」を
付
与
す

る
予
定
で
す
。
こ
の
ポ
イ
ン
ト
を

受
け
取
る
た
め
に
は
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
取
得
し
、
マ
イ
キ

ー
I
D
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。I
D
の
設
定
は
パ
ソ
コ
ン

や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
で
で
き

ま
す
が
、
窓
口
で
も
設
定
支
援
を

し
て
い
ま
す
の
で
利
用
し
て
く
だ

さ
い
。

〇
必
要
な
も
の

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド〔
利
用

者
証
明
用
電
子
証
明
書
パ
ス
ワ
ー

ド（
数
字
4
桁
）が
必
要
で
す
。〕

〇
場
所

　
市
民
課
市
民
係
ま
た
は
各
振
興

局
市
民
福
祉
課

　
市
職
員
が
依
頼
に
応
じ
て
、
地

域
や
企
業
に
出
向
き
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
受
付
を
実
施

し
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、
後

日
送
付
し
ま
す
の
で
、
市
役
所
に

来
庁
す
る
必
要
が
な
く
、
受
け
取

れ
ま
す
。
ま
だ
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ

ー
ド
を
お
持
ち
で
な
い
方
は
、
ぜ

ひ
、
こ
の
機
会
に
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

〇
対
象

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
申

請
希
望
者
が
10
人
以
上
い
る
次
の

企
業
・
団
体
な
ど

①
市
内
に
事
業
所
、
事
務
所
な
ど

　
を
置
く
企
業
や
団
体

②�

市
内
の
地
域
団
体（
協
議
会
、

各
種
サ
ー
ク
ル
等
活
動
団
体
）

※
①
②
に
所
属
す
る
方
で
本
市
に

　
住
民
登
録
が
あ
る
方
に
限
り
ま

　
す
。

〇
実
施
方
法

　
会
場
準
備
、
申
込
者
の
取
り
ま

と
め
等
は
希
望
す
る
団
体
で
行
っ

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
机
、
椅
子

な
ど
の
備
品
も
準
備
し
て
く
だ
さ

い
。

　
申
請
に
か
か
る
時
間
は
1
人
当

た
り
10
分
程
度
で
す
。
申
請
書
に

添
付
す
る
顔
写
真
が
な
い
場
合

は
、
無
料
で
写
真
撮
影
も
行
い
ま

す
。

申
問
市
民
課
☎
21
－
9
0
1
5
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